
商工組
合より

平成30年版車検予約用カレンダーのご注文を承ります

日頃は、商工組合事業にご支援ご協力頂き感謝申し上げます。

標記の「車検予約用カレンダー」は昨年同様ご希望の組合員さんに無料で配布すること

にいたしました。ご希望の方は、お手数ではございますが以下の注文書に必要事項をご記

入の上、10月31日（火）までに商工組合までお申し込みください。

本年も希望者のみの配布とさせて頂きます。お申し込みのない方への配布は行いません

のでご留意ください。

・・・・・平成30年版車検予約用カレンダー注文書・・・・・
ＦＡＸ：０８９－９１４－８４１２
□に 印をしてください。

□　事業場単独注文

認証番号 ブロック名

事業場名

所�在�地

Ｔ�Ｅ�Ｌ

□　ブロック一括注文

ブロック名 件　数 件　

ブロック長
事業場名・氏名

連�絡�先

Ⅷ.
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平成29年９月

組合員各位
愛媛県自動車整備商工組合

ＴＥＬ：089－956－7677

ＦＡＸ：089－914－8412

　

　初秋の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立て

をいただき、厚く御礼申し上げます。

　さて、先日「BP オイル商品の一部生産終了のお知らせ」をご案内させていただきまし

たが、生産終了商品の内、BP スーパーＶプラス0W-20につきまして、供給元のＢＰカス

トロール㈱より整商連を通して代替品の紹介がありましたのでご紹介いたします。

記

BP スーパーＶプラス0W-20代替商品 荷姿 組合員価格（税別）

カストロール�マグナテック�プロフェッショナル 0W-20 20ℓ ￥17,000

BP�バービス�フル�シンセティック 0W-20 ４ℓ×６ ￥27,280

　※送料について、BP 商品２ヶ口以下の場合は400円（税別）、３ヶ口以上は無料です。

 

以上
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平成29年９月吉日

組合員　各位

愛媛県自動車整備商工組合

理事長　　日　野　利　一

拝啓　初秋の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

　平素は当組合事業にご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、標題のオイルキャンペーンは、組合員の皆様の多大なご協力により昨年度も目標

を達成することができました。

　このオイルキャンペーンの目標を達成することによって、組合の運営をより良くするこ

とができることから、今年度も各ブロック別に目標数量を設定させていただき、10月～
11月の２ヶ月間販売を行うこととなりました。

　昨年度は、媛整商オイル・ＪＳオアシスオイル（SN 5W-30）・コスモディーゼル快星（DH-2 

10W-30）等が好評でございました。今年度は、整商連より、ＢＰ・ＪＳオアシスは５円 /ℓ、
ガルフについては、10円／ℓの協賛を頂いた価格となっております。是非ともご検討を

お願いいたします。

　組合員皆様のご理解ご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

　追伸　振興会ブロック長さんよりご案内がございましたら、一層のご協力を賜りますよ

う重ねてお願い申し上げます。

　　☆次ページ以降の掲載内容

 ◦　ブロック別目標数量

 ◦　キャンペーン用注文書

 ◦　メーカー別価格表

 i. コスモ石油

 ii. ＢＰ

 iii. ＪＳオアシス（整商連）

 iv. 媛整商オイル

 v. ガルフ

 vi. 日本サン石油（ＳＵＮＯＣＯ）

平成29年度オイルキャンペーンご協力のお願い
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平成29年度オイルキャンペーン　　（10月～11月）【二輪認証除く】
（ブロック別）目標数量一覧表 ドラム換算

ブロック別 組合員数 目標本数

川之江 28 6.4

伊予三島 21 4.8

土居 22 5

新居浜南 27 6.2

新居浜東 35 8

新居浜西 15 3.5

西条 50 11.4

西条西 54 12.3

東予支部計 252 57.6

桜井 10 2.3

今治東 18 4.1

今治西 23 5.3

今治南 16 3.7

朝倉 12 2.8

今治北 18 4.1

今治中央 8 1.8

大西・菊間 8 1.8

大三島 12 2.8

伯方 12 2.8

大島 8 1.8

今治支部計 145 33.3

城北 26 6

城南 10 2.3

城西 19 4.4

11号線 49 11.2

33号線北 22 5

33号線中央 26 5.9

ブロック別 組合員数 目標本数

33号線南 31 7.1

56号線 52 11.8

三津 16 3.7

北条 14 3.2

上浮穴 15 3.4

伊予市・伊予郡 46 10.5

中予支部計 326 74.5

内山 22 5

長浜 10 2.3

大洲東 9 2.1

大洲西 10 2.3

大洲中央 13 3

八幡浜 17 3.9

半島 14 3.2

三瓶 5 1.2

宇和 24 5.5

野村 13 3

西予支部計 137 31.5

宇和島東部 18 4.1

宇和島中部 12 2.8

宇和島南部 15 3.4

吉田 7 1.6

鬼北 20 4.6

津島 7 1.6

南宇和 22 5

南予支部計 101 23.1

合計 961 220
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となりやすいため
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　㈱日本政策金融公庫における、貸付（融資）期間の一部の利率が改訂

されたのでお知らせいたします。

　詳細につきましては、日本政策金融公庫ホームページ「http://www.

jfc.go.jp/」の金利情報及び融資制度をご覧ください。

　

記

貸付制度等 新利率（年利％） 旧利率（年利％） 実施日

基準利率
１. ２１

（１. １６～２. ３５）
１. ２１

（１. １６～２. ３５）
８月９日

小規模事業者
経営改善資金

１. １１ １. １１

（注１）基準利率は、貸付期間５年以内の利率です。

（注２）基準利率の（　）外は、中小企業事業の標準的な利率です。また、

（　）内は、国民生活事業の担保を提供する融資の利率です。

（注３）「小規模事業者経営改善資金」は、国民生活事業の「特利Ｆ」の

利率です。

― 各商工組合・道内事業協同組合の皆様へ ―
皆さまからの“ふれあい情報”をお待ちしております。

㈱日本政策金融公庫の貸付利率の
改訂について
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組合員

（電話番号の掛け間違いにご注意ください）
会社：０９２－２９２－４４３９
携帯：０９０－８８３６－７７８４商品概要問合わせ先：㈲Ｄ１ケミカル　TEL：０９２－２９２－４４３９
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点検区分等 　

　 対 象 車 種

主　な　車　種　等

定期点検の間隔 車検証の 
有効期間

使用記録簿 
（車検）

月
か
３

３
表
別

月
か
３

４
表
別

月
か
６

５
表
別 １
　
　

年 ６
表
別 １
　
　

年 ７
表
別 初
　
　

回 降
以
目
回
２ 認

　
　

証

指
　
　

定

運　

送　

事　

業　

用

客
旅 普通・小型 バス、タクシー、ハイヤー ○ １年 1 8

軽 軽福祉タクシー ○ ２年 1 8

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上

貨物運送事業者のトラック（３輪車含む）

○ １年 1 8
車両総重量８ｔ以上（トレーラ） ○ １年 2 9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 1 8
車両総重量８ｔ未満（トレーラ） ○ 2年 1年 2 9
軽（旅客を除く） ● ２年 6 11
二輪 ● 3年 2年 7 12

柩
霊 通常タイプ 霊柩車 ○ ２年 1 8

定員11名以上 霊柩車バス形状 ○ １年 1 8

自　

家　

用

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上

トラック（３輪車を含む）

○ １年 1 8
車両総重量８ｔ以上（トレーラ） ○ １年 2 9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10
車両総重量８ｔ未満（トレーラ） ○ 2年 1年 3 10

軽 ● ２年 6 11
定員11名以上 バス、マイクロバス ○ １年 1 8
幼児専用車 園児送迎車（大人換算10名以下） ○ １年 3 10

用
乗

普通・小型
一般の乗用車（マイカー）

● 3年 2年 5 11
軽 ● 3年 2年 6 11
三輪 ○ ２年 3 10

輪
二 小型 250ccを超えるバイク（側車付二輪自動車含む） ● 3年 2年 7 12

検査対象外軽自動車 125ccを超え250cc以下のバイク（側車付二輪自動車含む） ● な　し 7

特
　
種

普通・小型 キャンピング車 8t以上○ ○ ２年 1又は3 8又は10

物
貨 車両総重量８ｔ以上 給油車、タンク車、給水車、現金輸送車、 

コンクリートミキサー車、ボート・トレーラー、 
冷蔵冷凍車、活魚運搬車、散水車、塵芥車

○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9

車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10

軽 ● ２年 6 11

殊
特
型
大 車両総重量８ｔ以上 ホイール・クレーン ○ ２年 1 8

車両総重量８ｔ未満 フォークリフト ○ ２年 3 10

物
貨 車両総重量８ｔ以上 ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10

検査対象外軽自動車 そり付、カタピラ付軽自動車 ○ な　し 3

レ　

ン　

タ　

カ　

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上
トラック（３輪車を含む）

○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

軽 ○ ２年 3 10
定員11名以上 マイクロバス ○ １年 1 8
幼児専用車 園児送迎車 ○ １年 1 8

乗
　
用

普通・小型
一般の乗用車（マイカー型）

○ 2年 1年 3 10
軽 ○ ２年 3 10
三輪 ○ 2年 1年 1 8

輪
二 小型 250ccを超えるバイク（側車付二輪自動車含む） ○ 2年 1年 3 10

検査対象外軽自動車 125ccを超え250cc以下のバイク（側車付二輪自動車含む） ○ な　し 3

特
　
種

普通・小型 キャンピング車 ○ 2年 1年 1 8

物
貨 車両総重量８ｔ以上 タンク車、冷蔵冷凍車等 ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

軽 ○ ２年 3 10

殊
特
型
大 車両総重量８ｔ以上 ホイール・クレーン ○ 2年 1年 1 8

車両総重量８ｔ未満 フォークリフト ○ 2年 1年 1 8

物
貨 車両総重量８ｔ以上 ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

検査対象外軽自動車 そり付、カタピラ付軽自動車 ○ な　し 1

自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔・使用記録簿の早見表
２０１３.９

※別表３　　事業用等
　別表４　　被牽引自動車
　別表５　　自家用貨物等
　別表６　　自家用乗用等
　別表７　　小型二輪等

※記録簿　 認証 …№１ 事業用等・№２ 被牽引自動車・№３ 自家用貨物等・№４ 自家用乗用等（1年）・
　　　　　 　　 　№５ 自家用乗用等（2年）・№６ 自家用乗用等（軽）・№７ 二輪自動車
　　　　　 指定 …№８ 事業用等・№９ 被牽引自動車・№ 10 自家用貨物等・№ 11 自家用乗用等・№ 12 二輪自動車
　

　　　　　　 点検基準は別表４、記録簿は認証が№２、指定が№９
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